
門
や
塀
は
家
屋
と
し
て
課
税
さ
れ

る
の
で
す
か
？

固
定
資
産
税
の
課
税
対
象
と
な
る
家
屋
は

次
の
要
件
を
備
え
た
も
の
で
す
。

�
屋
根
及
び
周
壁
ま
た
は
こ
れ
に
類
す
る
も

の
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

�
土
地
に
定
着
し
た
建
造
物
で
あ
る
こ
と
。

�
住
宅
や
店
舗
、
工
場
、
物
置
な
ど
、
そ
の

家
屋
の
目
的
と
す
る
用
途
に
利
用
で
き
る
状

態
に
あ
る
こ
と
。

ま
た
、
給
水
、
排
水
、
電
気
な
ど
の
設
備

や
ベ
ラ
ン
ダ
、
玄
関
ポ
ー
チ
、
造
り
付
け
の

家
具
な
ど
も
評
価
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

し
か
し
、
門
や
塀
、
壁
の
無
い
カ
ー
ポ
ー

ト
、
ブ
ロ
ッ
ク
の
上
に
置
い
た
だ
け
で
基
礎

の
無
い
物
置
な
ど
は
、
要
件
を
満
た
し
て
い

な
い
た
め
、
家
屋
と
し
て
は
課
税
の
対
象
に

は
な
り
ま
せ
ん
。

な
お
、
事
業
用
の
資
産
は
、
償
却
資
産
と

し
て
課
税
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

住
宅
を
新
築
し
た
場
合
、
軽
減
措

置
が
あ
る
の
で
す
か
？

新
築
住
宅
に
つ
い
て
は
、
住
宅
部
分(

120

�
ま
で)

の
税
額
が
一
定
期
間
２
分
の
１
に

減
額
さ
れ
ま
す
。要
件
は
次
の
と
お
り
で
す
。

�
専
用
住
宅
あ
る
い
は
併
用
住
宅（
居
住
部

分
割
合
が
２
分
の
１
以
上
）で
あ
る
こ
と
。

�
床
面
積
要
件

新
築
時
期
に
よ
り
、
床
面
積
要
件
の
適
用

は
表
１
の
と
お
り
と
な
り
ま
す
。

軽
減
期
間
は
、
一
般
住
宅
の
場
合
、
新
築

後
３
年
度
分
。
３
階
建
以
上
の
中
高
層
耐
火
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固
定
資
産
税
は
、
毎
年
１
月
１
日
現
在
に

お
け
る
市
内
の
土
地
・
家
屋
・
償
却
資
産
の

所
有
者
に
課
税
さ
れ
る
地
方
税
で
す
。

こ
の
税
は
、
市
税
全
体
の
約
60
％
を
占
め
、

市
民
サ
ー
ビ
ス
や
公
共
事
業
な
ど
を
行
う
た

め
の
重
要
な
財
源
に
な
り
ま
す
。

住
宅
の
場
合
、
新
築
後
５
年
度
分
と
な
り
ま

す
。ま

た
、
軽
減
期
間
を
過
ぎ
る
と
本
来
の
税

額
に
戻
り
ま
す
の
で
、
家
屋
の
固
定
資
産
税

が
高
く
な
り
ま
す
。

却
資
産
っ
て
ど
ん
な
資
産
で
す
か
？

会
社
や
個
人
で
事
業
を
行
っ
て
い
る
人

が
、
そ
の
事
業
の
た
め
に
使
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
機
械
・
器
具
・
備
品
な
ど
を
償
却
資

産
と
い
い
ま
す
。

例
え
ば
、
構
築
物（
店
舗
内
装
・
舗
装
路

面
な
ど
）、
機
械
お
よ
び
装
置（
各
種
加
工

製
造
用
機
械
・
受
変
電
設
備
な
ど
）、
船
舶
、

車
両
お
よ
び
運
搬
具（
自
動
車
税
・
軽
自
動

車
税
が
課
税
さ
れ
る
も
の
は
除
く
）、
工

具
・
器
具
・
備
品
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

固
定
資
産
税
の
税
額
は
「
課
税
標
準
額
×

税
率(

1.4
％)

」
と
い
う
式
で
求
め
ら
れ
ま
す
。

こ
の
課
税
標
準
額
は
、
固
定
資
産
の
価
格

(

評
価
額)

と
本
来
同
じ
で
あ
る
と
さ
れ
て
い

ま
す
。
た
だ
し
、
課
税
標
準
の
特
例
措
置
や

負
担
調
整
措
置
の
適
用
が
あ
る
と
き
は
異
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
土
地
と
家
屋
に
つ
い
て
は
、
田
・

畑
を
宅
地
や
駐
車
場
に
し
た
り
、
家
屋
を
増

改
築
す
る
な
ど
使
用
状
況
に
変
更
が
あ
っ
た

場
合
を
除
き
、
通
常
３
年
ご
と
に
評
価
替
え

を
行
っ
て
お
り
、
平
成
18
年
度
が
評
価
替
え

の
年（
基
準
年
度
）と
な
っ
て
い
ま
す
。

家
屋
の
評
価
は
ど
の
よ
う
に
行
っ

て
い
る
の
で
す
か
？

家
屋
の
評
価
は
、
国
が
示
す
「
固
定
資
産

評
価
基
準
」
に
基
づ
き
行
わ
れ
ま
す
。

評
価
の
対
象
と
な
る
家
屋
と
同
一
の
も
の

を
評
価
時
点
に
お
い
て
、
そ
の
場
所
に
新
築

し
た
場
合
に
必
要
と
さ
れ
る
建
築
費
で
あ
る

「
再
建
築
価
格
」
を
算
出
し
、
こ
れ
を
基
準

と
し
て
、
新
築
時
か
ら
経
過
年
数
に
応
じ
た

減
価
な
ど
の
補
正
を
行
い
、
家
屋
の
評
価
額

を
求
め
ま
す
。

床面積要件
（併用住宅は住居部分の床面積）

50�（一戸建以外の貸家住宅は35�）
以上280�以下

50�（一戸建以外の貸家住宅は40�）
以上280�以下

新築時期

H13.1.2～
H17.1.1の新築分

H17.1.2以降の
新築分

【表１】新築住宅軽減措置（床面積要件）

問合せ　　資産税課�33-4108

各支所市民環境課（鏡支所のみ地域振興課）

Ｅメール shisanzei@city.yatsushiro.lg.jp



<図1> 専用住宅の敷地の例

敷地面積が300㎡、家屋の床面積が
100㎡の住宅用地の取り扱いについて

床面積の10倍までを限度に住宅用地とされる
ので、この場合300㎡全てが住宅用地となります。
また、住宅用地の200㎡が小規模住宅用地とな

り、残り100㎡がその他の住宅用地となります。
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償
却
資
産
は
、
事
業
者
自
ら
が
市
町
村
に

毎
年
１
月
末
日
ま
で
に
申
告
す
る
こ
と
に
な

っ
て
お
り
、
申
告
が
必
要
で
す
。
新
た
に
事

業
を
始
め
た
人
や
既
に
事
業
を
し
て
い
る
人

で
、
所
有
す
る
資
産
が
課
税
の
対
象
と
な
る

か
不
明
な
場
合
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

評
価
の
対
象
と
な
る
土
地
は
、
田
・
畑
・

宅
地
・
鉱
泉
地
・
池
沼
・
山
林
・
牧
場
・
原

野
及
び
雑
種
地
と
な
り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
土
地
の
評
価
は
、
国
が
示
す

「
固
定
資
産
評
価
基
準
」
に
よ
り
、
地
目
別

の
評
価
方
法
で
評
価
し
ま
す
。

固
定
資
産
に
お
け
る
評
価
上
の
地
目
は
、

土
地
登
記
簿
上
の
地
目
に
か
か
わ
り
な
く
、

原
則
と
し
て
そ
の
年
の
１
月
１
日
の
現
況
の

地
目
に
よ
り
ま
す
。

宅
地
の
価
格
は
、
評
価
の
均
衡
化
・
適
正

化
を
図
る
目
的
で
、
平
成
６
年
度
の
評
価
替

え
か
ら
、
国
土
交
通
省
が
毎
年
１
月
１
日
現

在
の
宅
地
の
価
格
と
し
て
発
表
し
て
い
る
地

価
公
示
価
格
な
ど
の
７
割
程
度
を
目
途
と
し

て
決
め
て
い
ま
す
。

住
宅
用
地
と
は
、「
人
の
居
住
を
主
と
し

て
用
い
ら
れ
て
い
る
専
用
住
宅
の
敷
地
」や
、

「
そ
の
一
部
を
人
の
居
住
と
し
て
用
い
ら
れ

て
い
る
併
用
住
宅
の
敷
地
」
の
こ
と
を
い
い

ま
す
。

こ
の
住
宅
用
地
に
対
し
て
は
、
家
屋
の
床

面
積
の
10
倍
ま
で
を
限
度
に
、
そ
の
税
負
担

を
特
に
軽
減
す
る
必
要
か
ら
課
税
標
準
の
特

例
措
置
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す(

図
１
参

照)

。

【
小
規
模
住
宅
用
地
】

200
�
以
下
の
住
宅
用
地(

200
�
を
超
え
る

場
合
は
住
宅
一
戸
当
た
り
200
�
ま
で
の
部

分)

を
小
規
模
住
宅
用
地
と
い
い
、
課
税
標

準
額
は
評
価
額
の
６
分
の
１
と
な
り
ま
す
。

【
そ
の
他
の
住
宅
用
地
】

小
規
模
住
宅
用
地
以
外
の
住
宅
用
地
を
そ

の
他
の
住
宅
用
地
と
い
い
、
課
税
標
準
額
は

評
価
額
の
３
分
の
１
と
な
り
ま
す
。

な
お
、
併
用
住
宅
の
敷
地
と
し
て
使
用
さ

れ
て
い
る
土
地
に
つ
い
て
は
、
居
住
部
分
の

割
合
に
よ
っ
て
、
住
宅
用
地
の
適
用
さ
れ
る

面
積
が
異
な
り
ま
す
。

宅
地
の
税
負
担
の
調
整
措
置
っ
て

な
ん
で
す
か
？

平
成
９
年
度
の
評
価
替
え
か
ら
、
公
平
な

課
税
の
観
点
に
立
ち
、
負
担
水
準
の
高
い
土

地
は
税
負
担
を
引
き
下
げ
ま
た
は
据
え
置

き
、
負
担
水
準
の
低
い
土
地
は
、
な
だ
ら
か

に
税
負
担
を
上
昇
さ
せ
て
い
く
制
度
が
導
入

さ
れ
、
平
成
18
年
度
は
更
に
内
容
が
改
正
さ

れ
ま
し
た
。
具
体
的
に
は
次
の
と
お
り
で
す

(

表
２
参
照)

。

※
な
お
、
住
宅
用
地
以
外
の
土
地
の
税
負
担

に
つ
い
て
も
、
同
様
の
措
置
が
と
ら
れ
て
い

ま
す
。

土
地
と
家
屋
の
固
定
資
産
税
は
、
そ
の
年

の
１
月
１
日
現
在
の
所
有
者
に
課
税
さ
れ
ま

す
。
し
た
が
っ
て
、
年
の
途
中
で
売
却
し
て

も
、
そ
の
年
の
税
金
は
１
月
１
日
現
在
の
所

有
者
に
課
税
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

な
お
、
こ
の
よ
う
な
場
合
、
税
金
の
支
払

方
法
な
ど
は
売
主
と
買
主
と
の
間
で
、
事
前

に
お
話
し
合
い
を
さ
れ
て
お
く
か
、
売
買
契

約
書
な
ど
に
よ
っ
て
取
り
交
わ
さ
れ
て
お
く

こ
と
が
多
い
よ
う
で
す
。

小規模住宅用地
（200㎡）

その他の住
宅用地

（100㎡）床面積（100㎡）

※１負担水準…前年度課税標準額が今年度評価額に対して、ど
の程度まで達しているかを示す割合

平成17年度課税標準額
負担水準＝ ×100

※2 本則課税標準額…平成18年度評価額×1/3
または1/6

地籍調査後の固定資産税について

市町村合併に伴い、地籍調査後の課税の取扱いを統

一するため、合併協議の結果に基づき、平成１8年度

からは、登記された新地積で課税されることになりま

すので、ご理解のほどよろしくお願いします。

平成18年度の税負担

100％まで引き下げ

据え置き

17年度課税標準額＋（本則課
税標準額【※2】×5％を上乗せ）

20％まで引き上げ

＜表２＞税負担の調整措置の概要

【小規模（その他の）住宅用地の場合】

負担水準
（※1）

100％を超える土地
80％以上

100％以下の土地

20％以上
80％未満の土地

20％未満の土地

（％）


